
各
種
手
当
等
を
ご
存
知
で
す

か
？

児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
促
進
し
、
児
童
の
福
祉

の
増
進
を
図
る
た
め
の
手
当
で
す
。

受
給
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童

（
身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が
い

を
有
す
る
児
童
は
20
歳
未
満
）を

育
て
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。）

・
父
母
が
婚
姻（
事
実
婚
を
含
む
）

を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
心
身
に
重
い
障
が
い
の
あ
る
父

ま
た
は
母
を
も
つ
児
童

な
ど

※
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。

手
当
額（
令
和
6
年
４
月
よ
り
）

・
月

額　
　
４
万
５
５
０
０
円

・
第
２
子
加
算
１
万

７
５
０
円

・
第
３
子
加
算　
　
６
４
５
０
円

※
公
的
年
金
の
受
給
な
ど
、
状
況

に
よ
り
手
当
が
減
額
に
な
る
場

合
や
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

※
本
人
や
同
居
家
族
の
所
得
に
よ

り
、
手
当
の
減
額
や
手
当
が
支

給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
資
格

身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が
い

を
有
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
育

て
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

特
別
障
害
者
手
当

受
給
資
格

在
宅
の
身
体
や
精
神
に
著
し
く

重
度
の
障
が
い
を
有
す
る
20
歳
以

上
の
方
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

方障
害
児
福
祉
手
当

受
給
資
格

身
体
や
精
神
に
重
度
の
障
が
い

を
有
す
る
20
歳
未
満
の
方
で
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
方

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障

害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

と
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
状
況
に
よ
り
手
当
が
支

給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

各
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

～
現
況
届
は
お
早
め
に
～

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
の
い
ず
れ
か
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
８
月

中
に「
現
況
届
」を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す（
対
象
と
な
る
方
に

は
別
途
通
知
し
ま
す
）。

こ
の
届
け
を
提
出
さ
れ
な
い
場

合
は
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

・
児
童
扶
養
手
当

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

☎（
55
）５
０
９
４

Fax（
22
）１
５
４
７

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市

民
福
祉
係

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

・
特
別
障
害
者
手
当

・
障
害
児
福
祉
手
当

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎（
55
）５
１
１
３

Fax（
22
）１
５
４
７

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市

民
福
祉
係

ハ
チ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
ハ
チ
が

活
発
に
活
動
し
ま
す
。
野
山
な
ど

で
ハ
チ
に
刺
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
増

え
ま
す
が
、
ハ
チ
は
む
や
み
に
人

を
刺
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

・
ハ
チ
が
近
寄
っ
て
き
て
も
、
慌

て
て
手
で
払
っ
た
り
駆
け
出
し

た
り
し
な
い
。　
　
　
　
　
　

・
ハ
チ
の
巣
に
気
づ
い
た
ら
、

ゆ
っ
く
り
そ
の
場
を
離
れ
る
。

・
黒
い
服
を
避
け
る（
ハ
チ
は
黒

色
に
反
応
し
ま
す
）。
野
山
に

出
か
け
る
際
は
、
白
い
服
が
オ

ス
ス
メ
で
す
。　
　
　
　
　
　

防
護
服
の
貸
し
出
し

市
で
は
、
ご
自
身
で
ハ
チ
の
巣

を
駆
除
す
る
方
に
防
護
服
の
貸
し

出
し
を
し
て
い
ま
す
。
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

☎（
55
）５
１
０
３

Fax（
22
）４
４
７
９

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

環
境
衛
生

environm
ent hygiene

環
境
衛
生

environm
ent hygiene

environm
ent hygiene

子
育
て

child care
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指
定
ご
み
袋
の
卸
価
格
の
値

上
げ
に
つ
い
て

原
油
高
に
よ
る
原
材
料
等
の
高

騰
の
た
め
、
ご
み
袋
卸
業
者
か
ら
、

指
定
ご
み
袋
の
卸
価
格
を
値
上
げ

す
る
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
指
定
ご
み
袋
の
販

売
価
格
の
値
上
げ
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

対
象
製
品

安
達
地
方
広
域
行
政
組
合
指
定

ご
み
袋
の
全
製
品（
家
庭
系
、
事

業
系
）

値
上
げ
の
開
始
時
期

10
月
１
日
出
荷
分
か
ら

値
上
げ
率

現
行
卸
価
格
の
9
％

※
販
売
価
格
は
、
各
店
舗
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。

※
大
き
さ
、
デ
ザ
イ
ン
な
ど
は
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

☎（
33
）５
４
９
９

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

☎（
55
）５
１
０
３

Fax（
22
）４
４
７
９

太
陽
光
発
電
の
指
導
要
綱
を

制
定
し
ま
し
た

太
陽
光
発
電
に
起
因
し
た
土
砂

の
流
出
や
景
観
悪
化
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
が
増
加
し
て
お
り
ま
す
。

市
で
は
、
太
陽
光
発
電
に
よ
る

ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
、
太
陽

光
発
電
の
指
導
要
綱
を
制
定
し
ま

し
た
。

指
導
対
象

出
力
10
ｋ
ｗ
以
上
の
太
陽
光
発

電
設
備
で
令
和
６
年
10
月
１
日
以

後
に
着
手
す
る
事
業

※
事
務
所
や
事
業
所
、
工
場
等

の
敷
地
内
に
設
置
す
る
場
合
や

Ｆ
Ｉ
Ｔ
・
Ｆ
Ｉ
Ｐ
で
売
電
す
る

場
合
を
除
き
ま
す
。

主
な
指
導
内
容

①
太
陽
光
発
電
事
業
を
計
画
す
る

場
合
に
は
、
事
業
着
手
の
60
日

前
ま
で
に

・
近
隣
住
民
等
に
事
業
内
容
の
説

明
会
を
実
施
す
る
こ
と
。

・
事
業
計
画
を
市
長
に
事
前
届
出

す
る
こ
と
。

（
市
は
、
届
出
の
内
容
を
踏
ま
え

て
必
要
な
指
導
を
行
い
ま
す
。）

②
災
害
発
生
の
防
止
や
周
辺
地
域

の
環
境
・
景
観
に
十
分
に
配
慮

す
る
こ
と
。

③
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に

は
、
事
業
者
に
対
し
て
報
告
、

調
査
を
求
め
る
こ
と
。

太
陽
光
発
電
事
業
を
計
画
す
る

場
合
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

☎（
55
）５
１
０
３

Fax（
22
）４
４
７
９

犬
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

犬
の
放
し
飼
い
と
、
フ
ン
の
後

始
末
に
対
す
る
苦
情
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
犬
の
散
歩
の
際
に
は

ビ
ニ
ー
ル
袋
を
持
参
す
る
な
ど
し
、

フ
ン
は
飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
放
し
飼
い
に
よ
り
、
飼

い
犬
が
子
ど
も
や
他
の
犬
を
か
ん

だ
り
、
庭
や
畑
な
ど
を
荒
ら
し
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

散
歩
中
も
含
め
犬
は
必
ず
つ
な
い

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

☎（
55
）５
１
０
３

Fax（
22
）４
４
７
９

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

個
人
事
業
税
は
、
県
内
に
事
務

所
・
事
業
所
を
設
け
、
物
品
販
売

業
や
不
動
産
貸
付
業
な
ど
、
法
令

で
定
め
ら
れ
て
い
る
事
業
を
行
う

個
人
の
方
に
納
め
て
い
た
だ
く
県

の
税
金
で
す
。

課
税
対
象
と
な
る
方
に
は
、
県

北
地
方
振
興
局
県
税
部
か
ら
８
月

９
日
以
降
、
納
税
通
知
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
。

納
期
限

第
１
期
分
…
９
月
２
日

第
２
期
分
…
12
月
２
日

※
２
回
に
分
け
て
の
納
付
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
税
額
が
１
万

円
以
下
の
場
合
は
、
９
月
２
日

ま
で
に
一
括
納
付
と
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
制
度
の
ご
利
用
を
！

個
人
事
業
税
の
納
付
に
は
、
口

座
振
替
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

手
続
用
紙
は
、
納
税
通
知
書
に

同
封
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

県
北
地
方
振
興
局
県
税
部

課
税
第
一
課（
個
人
事
業
税
）

☎
０
２
４（
５
２
１
）２
６
９
２

税

金

t a x 
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